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令和３年５月 遠野市教育委員会定例会会議録 
 

 

１ 開催場所 遠野市役所東舘庁舎 ３階大会議室 

２ 開催日時 令和３年５月26日（水） 午前10時 

３ 出席状況 

  ○出席者 

    教育長           菊 池 広 親 

    委 員（教育長職務代理者） 菊 池   崇 

    委 員           千 田 由美子 

    委 員           菊 池 和 子 

    委 員           藤 山 重理子 

 

○説明等のため出席した職員 

    教育部長兼学校総務担当課長 伊 藤 貴 行 

    市民センター所長      新 田 順 子 

    子育て応援部長       磯 谷 洋 子 

    多文化共生・本の森特命部長 石 田 久 男 

    学校教育課長        佐々木 淳 一 

    学校給食センター所長    菊 池 徳 明 

    総務企画部管財担当課長   多 田 清 子 

 

 

 

 

   開会・開議  午前10時00分 

 

 

１ 開会 

○教育部長兼学校総務担当課長 

 本日の令和３年５月遠野市教育委員会定例会は、委員全員の出席でございますので会議

が成立していることを報告いたします。ここからは遠野市教育委員会会議規則によりまし

て教育長が進行いたします。 

 

 ○教育長 

  ただいまから、令和３年５月遠野市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

２ 議事 

 ○教育長 

  次第の２、議事に入ります。本日の議案は１件でございます。 

「議案第20号 遠野市教育委員会事務局職員等の地域貢献活動に係る営利企業等の従事

許可に関する規程の制定の臨時専決処理に関し承認を求めることについて」であります。

事務局の説明をお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  「議案第20号 遠野市教育委員会事務局職員等の地域貢献活動に係る営利企業等の従事

許可に関する規程の制定の臨時専決処理に関して承認を求めることについて」説明いたし

ます。 

提案理由は、遠野市教育委員会事務局職員等の地域貢献活動に係る営利企業等の従事許

可に関する規程の制定に当たり、会議を招集する時間的余裕がないと認め臨時専決処理を
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したので承認を求めるものであります。 

次のページに専決処理書がございます。４月１日付で専決処理をしております。その次

のページに規程があります。規程の中では、趣旨、定義といたしまして該当する職員、あ

るいは所属長の定義について、それから従事許可に関しては、市長部局の規程を準用する

旨を定めております。参考資料といたしまして市長部局の規程を添付しています。 

 

 ○教育長 

  事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 ○千田委員 

  「地域貢献活動」と示されているが、その活動の範囲について教えていただきたいです。

様々な活動があると思いますが、具体的にどういったことがあって従事させようとするも

のなのかお聞きしたいと思います。 

 

○教育部長兼学校総務担当課長 

  ４月から地区センターが指定管理者制度に切り替わっています。その中で、地域づくり

の事業を地区センターが中心となって行うわけですが、地域課題解決につながる事業に際

して、地域で事業を実施し、そこに対してマンパワーが不足するといった場合に市の職員

が協力できるという制度になります。あくまで、地域活動、地域の貢献に資するような事

業へ従事できるというものになります。 

 

 ○千田委員 

  消防の活動もあると思いますが、消防団に属するのではなくてあくまで要請がかかった

時と捉えてよろしいですか。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  基本的には、地域から要請があり、要請された職員が職務上影響のない範囲で所属長が

許可すれば、事業に協力することができるというものであります。また、実際報酬を受け

ることもできます。 

 

 ○千田委員 

  わかりました。 

 

 ○教育長 

  他にご質問ございませんか。 

 

 ○藤山委員 

  万が一、地域貢献活動の中で怪我とか事件、事故にあった場合の保険はどうなっている

のか教えて下さい。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  職務外の活動になりますので、地域において加入している保険等での対応になると理解

しております。 

 

 ○教育長 

  その他、質疑ございませんか。それではお諮りいたします。「議案第20号 遠野市教育

委員会事務局職員等の地域貢献活動に係る営利企業等の従事許可に関する規程の制定の臨

時専決処理に関し承認を求めることについて」、賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 （賛成委員、挙手） 



4 

 

 ○教育長 

挙手全員であります。よって、議案第20号は承認することと決しました。 

 

３ 報告 

 ○教育長 

次に、次第３ 報告に入ります。 

「報告第４号 令和３年度遠野市奨学資金貸与決定者について」、事務局の説明をお願

いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  「報告第４号 令和３年度遠野市貸与決定者について」、別紙のとおり報告いたします。

令和３年度の遠野市奨学資金貸与者を令和３年４月23日付けで決定したので報告するも 

のであります。 

別紙のとおり、今回は14人の大学生の方を貸与者として決定しております。高校生の応

募はありませんでした。なお、申請者全員を貸与者と決定したものであります。 

 

 ○教育長 

  ご質問等ありましたらお願いします。 

 

 ○菊池和子委員 

  奨学金はどのくらいの予算があり、どの程度執行されているのかお伺いします。せっか

く予算を取られていても、今回のように、借りる方が少なくなっていくことで、予算ベー

スも少なくなるのか。それとも、これを見越して貸与金額を上げるなどの検討をされるか

と思うのですが、何か決まっていることなどがありましたら教えていただきたいと思いま

す。予算は増えているのか、同じ水準の予算なのか、その辺もお聞きしたいです。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  予算につきましては基本的に同じ額を措置しています。大学生は月額４万円以内、高校

生は月額１万５千円以内という貸与の金額になります。 

貸与者の数は、ここ10年ぐらい見ますと減っております。一番多い時ですと、平成27年

は36名、令和元年が31名というときもありましたが、今年度は14人ということで通常の半

分ほどになっています。 

当然少子化の影響もあると思われますが、国等の支援制度が充実しておりますので、そ

れらを活用している方もいらっしゃると思います。 

貸与者は、実質的には減っておりますので、追加の募集等も考えております。貸与金額

を今後どのようにするかということについては、他の自治体との兼ね合いもありますので、

検討していきたいと思っておりますが、当面は現在の金額で進めていきたいと考えており

ます。 

 

 ○菊池和子委員 

  どの子どもも自分の進路に向かって頑張れるような体制をつくってあげたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

４ 諸報告 

 ○教育長 

  続いて、諸報告に入ります。 

  （１）一般報告を行います。 

 （教育長、教育部長兼学校総務担当課長、市民センター所長、多文化共生・本の森特命部

長から報告） 
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 ○教育長 

  一般報告が終わりました。ご質問ございませんせんか。 

 

 ○千田委員 

  コミュニティースクールのお話がありました。来年度から実施ということですが、全体

的なスケジュールを教えていただきたいと思います。 

 

 ○市民センター所長 

  教育委員会と共同で進めておりますが、６月２日の校長会研修会において、概要の説明

をする予定でおります。その後、来年４月１日の導入に向けて、今年度中に具体的な方向

性を示したいと思っております。 

 

 ○教育長 

  今年度は、基本、研修や周知の期間となります。最初が６月の校長研修会、その後８月

に全体研修会を持ちながら、随時周知に努めていくこととなります。 

教育委員会であれば、校長会議等でスケジュール等について、情報提供し進めていくこ

とになります。 

 

 ○千田委員 

  地域への周知はいつ頃になるのでしょうか。 

 

 ○市民センター所長 

  周知については、６月中に第１回を行いたいと思っております。地域の受け方、やって

いただきたいこと等を説明し、同意を得ながら進めて行きたいと考えております。 

 

 ○千田委員 

  地域というのは、地域づくり連絡協議会になるのでしょうか。 

 

 ○市民センター所長 

  各地区の地域教育協議会を窓口として協力していただきたいと考えています。 

 

 ○千田委員 

  より良いものにしてほしいと思っておりますので、是非頑張っていただきたいと思いま

す。 

 

 ○教育長 

  生涯学習スポーツ課を中心として、市民協働課、学校教育課が連携してコミュニティー

スクール、学校運営協議会については対応していくこととなります。 

  他にご質問はございますか。 

 

 ○菊池崇委員 

  オリンピック・パラリンピックに関しての質問です。 

ブラインドサッカー、ブラジルの受け入れ合宿を行う予定でしたが、中止になったとい

うことでした。 

中止になったら終わりというのではなく、他の事業等を行うといったことがありました

らお聞かせください。 

 

 ○市民センター所長 

  ブラインドサッカーチームブラジル代表の遠野合宿がなくなったのはそのとおりでござ

います。 
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  しかし、今までの交流を生かして、今後もブラジルと交流を深めていきたいと考えて 

おります。 

 

 ○菊池崇委員 

  具体的な事業はこれからになると思いますが、これまで、様々な交流を行い積み上げて

きた関係性もありますので、ここで遮断するのではなく、今後につなげていっていただけ

ればより良い交流になるのではないかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

 ○教育長  

  他にご質問ございませんか。 

 

 ○菊池和子委員 

  聖火リレーについてですが、遠野市は今のところ予定どおり行われるとお伺いしました

が、子どもたちの参加はどのような形になるのか教えていただきたいです。 

また、参加する際、近くの学校であれば参加することは可能かもしれませんが、遠くの

学校だとバスが必要となるのではないかと思います。そういったことへの配慮も必要かと

思いますが、どのような形で進めていらっしゃるのかお聞かせください。 

 

 ○市民センター所長 

各学校には、沿道で聖火リレーを観覧するような協力要請はしております。しかし、新

型コロナウイルス感染症への対策について心配する声もあります。 

子どもたちの参加について学校側と協議しておりますし、参加させる場合も、一般の市

民の方と近くならないような配慮をしてほしいといった要望がありますので、要望等を踏

まえながら学校の協力をお願いしていきたいと考えております。 

 

 ○菊池和子委員 

  一生に一度のことなので、子どもたちが参加して、自分もこういう選手になりたいとか、

こういう関わりを持ちたいとか、夢に繋がるような仕組みになるように学校と連携して進

めていただければありがたいと思います。 

 

 ○教育長 

  よろしいでしょうか。次に進みます。 

  次第４（２）来月の主な行事の説明をお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  教育長、教育委員会、学校等の６月の主な予定についてですが、来月は６月議会がござ

います。８日に開会し、18日の閉会となります。 

市教委の欄、６月４日ところで八戸市との児童交流に斜線が入っております。新型コロ

ナの影響により、今年度の児童交流事業は、八戸交流だけではなく、全ての交流事業が中

止となりましたのでお知らせします。 

来月の定例会は６月24日です。28日には第２回目の校長会議、学校関係では12日に中総

体、19日が花巻地区の中総体の予定となっております。 

 

 ○教育長 

確認したいことはございませんか。 

 

 ○菊池崇委員 

  中総体についてお伺いします。 

現時点では、遠野市ではコロナの感染者はありませんが、例えば、学校内でコロナへの

感染が起きた場合、学校、あるいはそのクラブが、中総体に不参加となるのか、それとも
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中総体の日程を変更するのか、いろいろなケースが考えられると思いますが、どのような

方針なのかお聞かせください。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  学校のコロナ対策については、早期に接触者を特定し、対処する形として考えています。 

感染者数や、クラスターになるようなケースなのか、そういったところを見極めながら

保健所等の指導を受け、関係する部署や、対策本部会議の方向性を確認し、速やかに周知

して対応するという形になります。具体的に大会を実施する、しないについては、そのと

きの状況による判断になろうかと思います。 

 

 ○菊池崇委員 

  感染者が出た場合、２週間程度は活動ができなくなると思います。調整期間も必要にな

るので、部活動も進め方も難しいかと思いお伺いしました。 

  また、昨年度は保護者のみの観覧だったと思いますが、今年度はどのようになりますで

しょうか。 

 

 ○教育長 

  基本的には、中学校体育連盟がガイドライン等を決めていくことになります。学校教育

課は、それに対しての支援を行います。例えば、コロナの発生により地区大会ができなか

った場合、どうするのかを決めるのは中学校体育連盟です。その部分を教育委員会から回

答するは難しいと思います。 

ただし、リスクがあるというのは委員おっしゃるとおりです。そのリスクをいかに回避

するかというのは学校の判断を仰ぐ必要がありますし、コロナ関連の情報の提供は教育委

員会から学校にできると思っているところです。 

 

 ○菊池崇委員 

  難しい点もあるかとは思いますが、子どもたちのためにより良い形でできることを望ん

でおります。 

 

 ○教育長 

子どもたちが積み重ねてきたことを表現する場をしっかり確保できればと思います。 

 

５ その他 

 

 ○教育長 

  次第５ その他に入ります。子育て応援部長お願いします。 

 

 ○子育て応援部長  

  報告事項等はございません。 

 

 ○教育長 

  管財担当課長、お願いします。 

 

 ○管財担当課長 

  ２点報告させていただきます。 

令和３年度の学校施設点検を４月21日から４月28日まで、学校教育課職員２名と管財担

当職員２名により市内の小中学校全校を回っております。当日は、副校長先生と用務員に 

対応いただき、状況の確認を行いました。学校施設点検の結果ですが、修繕等必要な箇所

や要望等があった箇所全部含めて184カ所を確認したので、優先順位をつけ、順次修繕作

業を進めてまいります。 
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もう１つは、小友小学校の校舎と達曽部小学校屋内運動場の改修を学校施設長寿命化計

画中の今年度事業に位置づけており、実施設計について６月定例会に要求をしております。

予算可決になりましたらば直ちに実施設計に入る予定となっております。 

 

 ○教育長 

  よろしいでしょうか。それでは、その他（１）教育委員会定例会会議録（案）の確認に 

ついて、説明をお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  お手元に定例会会議録の確認についての文書をお渡ししております。 

これは４月分の会議録からホームページの方に公開するにあたり、会議録の内容につい

て確認をお願いするものであります。訂正箇所等がありましたら、お渡しした会議録原稿

にご記入いただいて６月24日定例会の時までにお持ちいただければと思います。 

 

 ○教育長 

  （２）６月定例会の開催予定日についてお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  ６月24日木曜日の午前10時からこの場所で開催いたします。事前の学習会を９時30分よ

り行いますのでよろしくお願いします。 

 

 ○教育長 

  その他、みなさんからございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

６ 閉会 

 

 ○教育長 

  以上を持ちまして、令和３年５月遠野市教育委員会定例会を閉会します。大変おつかれ

さまでした。 

 

 

 

 

  

   閉会  午前10時33分 
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  会議録作成者  教育長  菊 池 広 親 

 

 

     署 名  委 員  菊 池  崇 

 

 

     署 名  委 員  千 田 由美子 

 

 

     署 名  委 員  菊 池 和 子 

 

 

     署 名  委 員  藤 山 重理子 

 

 


